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【ＴＯＰＩＣＳ】

大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法

の改正について
・「大麻取締法」が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に（施行日R6.12.12）

・大麻及びTHCが、麻向法の麻薬に指定（施行日R6.12.12）
※THC（テトラヒドロカンナビノール）：大麻の主な成分
→ 所持罪等の厳罰化 単純所持：５年以下→７年以下の拘禁刑
→ 施用罪の適用 単純施用：７年以下の拘禁刑

営利目的施用：→１年以上１０年以下の有期拘禁刑等

・大麻由来医薬品の製造を可能に（施行日R6.12.12）
【参考】CBD（カンナビジオール）：大麻成分の１つだが幻覚等の作用は

ほとんどないとされている
小児期発症の難治性てんかんの治療薬（日本では未承認）。

・大麻草採取のための栽培者免許を産業目的、医療目的に整理（施行日R7.3.1）

→大麻が解禁されたなどという間違った情報がありますが、間違いです。
麻向法で施用罪が適用となるなど、むしろ規制が強化されています！！

主な改正の概要
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抑制作用のある薬物幻覚作用のある薬物興奮作用のある薬物
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我が国の薬物犯罪の特徴
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危険ドラッグ販売店立入検査

（事前確認）年度当初時点で、県内営業４店舗を対象としていたが、

令和７年４月につくば１店舗、９月に土浦１店舗の完全閉店を確認

１ 検査年月 令和７年９月末

２ 検査店舗 水戸市 １店舗、ひたちなか市 １店舗

３ 結果

・水戸市の店舗では、営業中の店舗で、指定薬物を含有する危険

ドラッグの販売は確認されなかった

→ 引き続き、立入検査等監視を続けることを通告

・ひたちなか市の店舗は、現場まで足を運んだが営業していなかった

→ 再度、立入検査を実施予定
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現在 「濫用等のおそれのある医薬品」

①エフェドリン ②ブロモバレリル尿素 ③コデイン

④プソイドエフェドリン⑤ジヒドロコデイン ⑥メチルエフェドリン

【購入者への確認・情報提供の義務】

○氏名・年齢（若年者の場合）

○他店での購入状況の確認

○複数購入の場合の理由の確認

○適正な使用のために必要と認められる数量

のみ販売できる（原則１包装）
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R8.5.1～ 「 」 （呼び名変更）

①エフェドリン ②ブロモバレリル尿素 ③コデイン

④プソイドエフェドリン⑤ジヒドロコデイン ⑥メチルエフェドリン

⑦ジフェンヒドラミン ⑧デキストロメトルファン

【購入者への確認・情報提供の義務】

○氏名・年齢（若年者及び必要な場合（インターネット販売等））

○購入者の状況の確認及び濫用等に係る情報提供の実施

○他店での購入状況の確認

○複数購入の場合の理由の確認

○若年者等には小容量販売のみ（小容量・大容量の別は成分ごとに定める）

29

・救急搬送者数は年々増加傾向
・若年層の男女比は１：４で女性の割合
が非常に高い

救急搬送された者のうち、記録から、初診時の傷病名に「OD」、「オーバードーズ」、
「薬」かつ「過剰」等のキーワードが含まれるものを検索し集計

「医薬品の過剰摂取が原因と疑われる救急搬送人員の調査結果」

・２０代が最多で１０代・３０代も多い
・国全体でも年齢構成比はほぼ同じ

県央県北、県南鹿行、県西地域で救急搬送人数に大きな偏りはなかった 県内全域で
対策が必要
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オーバードーズ（OD）が疑われた事例

１. 30代女性
発生日時 ：2023年8月頃（夜）
対象医薬品 ：ブロモバレリル尿素含有医薬品
状 況 ：濫用の恐れのある医薬品を1箱購入後、その後女子トイレに空箱が２箱放置されていた。
対 応 ：店舗では、当該医薬品の販売を中止する対策を実施した。
そ の 他 ：その後数回にわたり当該医薬品の在庫確認の電話があった。

２. 60代男性
発生日時 ：2022年6月頃（時間帯不明）
対象医薬品 ：ジヒドロコデインリン酸塩含有医薬品
状 況 ：濫用の恐れのある医薬品を購入した60代男性の販売の履歴を調べたところ、同チェーン

の別店舗で当該商品を複数回購入していることが判明した。
対 応 ：その後、当該男性が来店した際、当該商品の販売をしない対応を実施した。

３. 40代の男女2人組
発生日時 ：2023年10月頃（時間帯不明）
対象医薬品：ブロモバレリル尿素含有医薬品
状 況 ：濫用の恐れのある医薬品を40代後半男性、40代前半女性の2人組で１箱ずつ購入。販売

の際は2人組と気付かず販売した。
対 応 ：再度2人で来店した場合でも1箱の販売にとどめる対応を行った。再度来店した際、受診

勧奨した。
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31

オーバードーズに手を出すさまざまな要因

31参考：読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20230602-OYT1T50315/
薬物使用と生活に関する全国高校生調査2021（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）

したがって、オーバードーズ対策は薬の適正使用の啓発だけでなく、
不安や悩みで困った時にはメンタルヘルスの相談先があることの啓発も重要

いいね
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薬物依存症とは

32

症状（診断のポイント）
・薬物に対する強い渇望が湧く
・薬物の使用のコントロールを失っている
・日常生活や対人関係に問題が起きている

依存のしくみ

【酒や薬物、ギャンブルなどの行動によって脳内報酬系
（脳内で快感や高揚感を生じる部分）が活性化される】

↓
【酒や薬物、ギャンブルなどの行動だけで、脳内報酬系が活性化される】

出典：茨城県こころの医療センター 小松﨑Dr.資料
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薬物依存症とは

33

いい
気分
になる

嫌な気
分が和
らぐ

繰返し
やりたく
なる

「正の強化」：弱い
【気持ちいいからやる】

「負の強化」：強い
【苦しさが紛れる】

嫌な気分
が和らぐ

繰返しや
りたくなる

いい
気分
になる

依存のしくみ

いつしか、「気持ちいからやる」のではなく「苦しさが紛れるからやる」に
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34

薬物依存症とは

34

依存のしくみ

・依存症の背景には、「精神的な苦痛」がある

・苦痛を和らげる作用のある物質や行動が選ばれる

・「気持ちよくなるから」よりも「苦しみがまぎれる」から

例）興奮系の薬物【覚醒剤】
抑うつ状態、空虚感、統合失調症の陰性症状

抑制系の薬物【アルコール・抗不安薬】
不安、緊張、統合失調症の養成症状

35

薬物依存症とは

35

薬物依存症とは

したがって、

●意志の強さや我慢の問題ではない

●叱っても罰を与えてもよくならない
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薬物依存症とは

36

「精神的な苦痛」が原因

学校になじめない 人を信じられない

人と関わるのが苦手 自分を受け入れられない

居場所がない 虐待などのトラウマがある

薬物の害を教えることは、無駄ではないが、
しかし、 「精神的な苦痛」を紛らわすために薬物依存している人には
なかなか届かない・・・

したがって、オーバードーズ対策は薬の適正使用の啓発だけでなく、
不安や悩みで困った時にはメンタルヘルスの相談先があることの啓発も重要

37

不安や悩み等の相談先
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第六次茨城県薬物乱用防止五か年戦略
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薬物乱用防止教室の開催状況
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ＯＤの啓発（カード・チラシ）
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学校におけるＯＤ防止啓発

52



オーバードーズ
（相談ができること

も記載）

学校におけるＯＤ防止啓発

53

保健指導主事、養護教諭、スクールカウンセラーにOD問題を理解してもらい、
学校でも児童・生徒によるOD相談のアクセス先としての役割を担えるように。
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学校と通学中に
見てもらうことで
相乗効果を期待

radiko（インターネットラジオ）
による音声広告による啓発
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↓放送中に表示されるバナー
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啓発方法の見直し
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啓発方法の見直し
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啓発方法の見直し
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啓発方法の見直し
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★ 表現の検討

性別や人種などを

連想させない

ピクトグラムや絵を使用
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啓発方法の見直し
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